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地区計画区域界

寝 屋 川 市   小 路 地 区   地 区 計 画 図

〔注〕本図は、地区計画の区域及び区域内における制限等を示すものであり、

　　　その他の都市計画等、詳細については寝屋川市都市計画室にお問い合わせください。

寝屋川市都市計画室

※許可なく複製、転載を禁じます｡

1:3500

緑化の方針

形態又は意匠の方針

地区の面積

平 成 31年 2月 25日

寝屋川市告示第80号

小路地区地区計画区域内における建築物等の建築制限

約 6.1 ha 約 3.1 ha 約 3.3 ha

次の各号に掲げる建築物は建築し て はならない 次の各号に掲げる建築物は建築し て はならない 次の各号に掲げる建築物は建築し て はならない

小路地区　地区計画

寝屋川市小路北町・小路南町・高宮一丁目　地内

約 12.5 ha

地区計画の目標を実現す るため当地区を区分し 、そ れぞ れ次の方針により調和のとれた土地利用を誘導す る。 また、土地の有効利用を図るため、敷地の共同利用化を促進す る。

建築物の外壁又はこ れに代わる柱の色彩は、原色の使用を避け、周辺環境に配慮し た意匠とす る。

緑にあふ れた潤いのある良好な環境を形成す るため、地区内の緑化率を定める。

当地区は、寝屋川市の南東部、第二京阪道路と大阪外環状線(国道170号)の交差部に位置し 、広域交通網を活用できるポテンシャルの高い地区である。 そ こ で、土地区画整理事業による区画道路、公園及び 緑地などの

基盤整備を活か し た緑豊か で健全な市街地を形成し 、広域交通網を利用し た物流・流通業務施設等が 複合的に立地す る魅力ある都市拠点の創出を図る。 そ のため、地区計画を策定す るこ とで、産業拠点とし て の土地

利用の規制・誘導を行い、また隣接す る住宅地や農空間とも調和し た、良好な生活環境を形成す るこ とで、都市基盤整備の効果の維持・保全を図るこ とを目標とす る。

物流・業務地区

（A地区）

名　　　称

位　　　置

面　　　積
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そ の他当該区域の

整備・開発及び

保全に関す る方針

地区計画の目標

建築物の緑化率の最低限度は、10分の２とす る。

道路に面す るか き又はさくの構造は、防音対策が 必要な場合を除き、生垣又は透視可能なフ ェンス等とす る。 ただ し 、宅地地盤面より60センチメートル以下の腰積みを併設す るこ とを妨げない。

⑴ 法別表第二(い)項第一号で定めるもののうち １戸あたり住戸専有面積が 65平方

メートル未満の長屋住宅

⑵ 法別表第二(い)項第三号で定めるもののうち 、寄宿舎又は下宿、１戸あたり住戸

専有面積が 65平方メートル未満の共同住宅

⑶ 法別表第二(い)項第四号及び 第七号で定めるもの(学校、図書館、公衆浴場)

⑷ 法別表第二(は)項第二号で定めるもの(大学、高等専門学校、専修学校そ の他こ れ

らに類す るもの)

⑸ 法別表第二(に)項第四号で定めるもののうち ラブホテル(寝屋川市ラブホル建築規

制条例(昭和61年３月28日寝屋川市条例第17号）第二条第二号に定めるラブホテル)

⑹ 法別表第二(に)項第五号で定めるもの(自動車教習所)

⑺ 法別表第二(に)項第六号で定めるもの(床面積の合計が 15平方メートルを超える畜

舎)ただ し 、動物病院及び ペッ トショッ プの用途に供す るものを除く

⑻ 法別表第二(ほ)項第二号で定めるもの(マージャン屋、ぱ ち んこ 屋、射的場、勝馬

投票券発売所、場外車券売場そ の他こ れらに類す るもの)ただ し 、風俗営業等の規制

及び 業務の適正化等に関す る法律第二条第一項第5号で定めるものを除く

⑼ 法別表第二(へ)項第五号で定めるものそ の他こ れらに類す るもの(倉庫業を営む倉

庫そ の他こ れらに類す る倉庫)

⑽ 法別表第二(と)項第四号で定めるもの(火薬類及び 危険物の貯蔵又は処理に供す る

もので政令で定めるもの)

⑾ 法別表第二(り)項で定めるもの(工場、キャバレーなど)ただ し 、工場のうち 、製

造及び 修繕、加工の用途に供す る工場以外のものを除く

⑴ 法別表第二(い)項第一号で定めるもののうち １戸あたり住

戸専有面積が 65平方メートル未満の長屋住宅

⑵ 法別表第二(い)項第三号で定めるもののうち 、寄宿舎又は

下宿、１戸あたり住戸専有面積が 65平方メートル未満の共同

住宅

⑶ 法別表第二(い)項第四号及び 第七号で定めるもの(学校、

図書館、公衆浴場)

⑷ 法別表第二(は)項第二号で定めるもの(大学、高等専門学

校、専修学校そ の他こ れらに類す るもの)

⑸ 法別表第二(に)項第ニ号か ら第五号で定めるもの(工場、

ボーリング場、スケート場、水泳場、ホテル又は旅館、自動

車教習所等)

⑹ 法別表第二(に)項第六号で定めるもの(床面積の合計が 15

平方メートルを超える畜舎)ただ し 、動物病院及び ペッ ト

ショッ プの用途に供す るものを除く
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建築物等の用途の制限

か き又はさくの構造の制限

地区の区分

建築物の緑化率の最低限度

地区の名称

物流・業務地区

（A地区）

複合業務地区

（B地区）

複合住宅地区

（C地区）

建築物等の高さの最高限度

複合業務地区

（B地区）

複合住宅地区

（C地区）

地区施設の整備の方針

地区内の交通の安全と利便性を高めるため、地区内の中央部を通る府道旧170号の拡幅を行い、歩道を新設す るとともに、市道小路南町高倉一丁目一号線を含む地区内の施設配置に整合し た区画道路や公園・緑地など

の公共施設を整備し 、こ れらの維持・保全を図る。 また、地区内の高宮ポンプ場用地を確保し 、雨水対策の促進を図る。

建築物等の整備の方針

商業・物流施設の立地を図り、調和と魅力、賑わいある街並みを形

成す るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、

壁面の位置等につ いて 定める。

産業・サービス施設等の複合的な立地を図り、魅力、賑わいある街並みを形成す るた

め、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等につ い

て 定める。

周辺住宅との調和を図り、魅力ある街並みを形成す るため、

建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の

位置の制限等につ いて 定める。

土地利用の方針

幹線道路沿道を活か し た物流施設や商業施設が 立地す る土地利用を

図る。

新市街地にふ さわし い産業・サービス施設等が 立地す る複合的な土地利用を図る。

既存集落との調和を図っ た住宅地を中心とす る土地利用を図

る。

⑴ 法別表第二(い)項で定めるもののうち 、第五号および 第九号を

除くもの(住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿、学校、図

書館、老人ホーム、保育所、公衆浴場、診療所など)

⑵ 法別表第二(は)項第二号か ら第四号で定めるもの(大学、高等専

門学校、専修学校、病院、老人センター、児童厚生施設など)

⑶ 法別表第二(に)項第四号で定めるもの(ホテル又は旅館)

⑷ 法別表第二(に)項第六号で定めるもの(床面積の合計が 15平方

メートルを超える畜舎)

⑸ 法別表第二(ほ)項第二号で定めるもの(マージャン屋、ぱ ち んこ

屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場そ の他こ れらに類す

るもの)ただ し 、風俗営業等の規制及び 業務の適正化等に関す る法

律第二条第一項第5号で定めるものを除く

⑹ 法別表第二(と)項第四号で定めるもの(火薬類及び 危険物の貯蔵

又は処理に供す るもので政令で定めるもの)

⑺ 法別表第二(り)項第二号及び 第三号で定めるもの(キャバレー、

ナイトクラブ、個室付浴場など)

建築物の高さ(地盤面か らの高さによる。 )は、20メートルを超えて はならない。 ただ し 、階段室、昇降機塔、屋窓そ の他こ れらに類す る建築物の屋

上部分の水平投影面積の合計が 当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合において は、そ の部分の高さは５メートルまでは、当該建築物の高さに

算入し ない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこ れに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面か ら敷地境界線までの距離は、道路に面す る部分にあっ て は、１メートル以上、そ の他の部分は50センチメートル以上とし 、後退部分につ き、緑化に

努めるものとす る。 ただ し 、複数の道路に面す る場合は、一の道路のみ１メートル以上とす る。 (道路隅切りは除く)

建築物等の敷地面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度は3000平方メートルとす る。 ただ し 、

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮

換地の指定若し くは同法による換地処分により、土地の面積が 3000

平方メートル未満となっ た場合において 、当該土地が 建築物の敷地

とし て 従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建

築物の敷地とし て 使用す るときは、こ の限りでない。

建築物の敷地面積の最低限度は120平方メートルとす る。 ただ し 、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第１項の規定による仮換地の指定若

し くは同法による換地処分により、土地の面積が 120平方メートル未満となっ た場合において 、当該土地が 建築物の敷地とし て 従前と同様に使用さ

れるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地とし て 使用す るときは、こ の限りでない。


